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１．これまでの経緯

1



■これまでの経緯

 第1回 流域委員会（H29年8月3日）

 流域の概要、現地確認

 第2回 流域委員会（H30年1月25日）

 治水・利水・環境の現状・課題

 河川整備計画の（骨子）の提示

 第3回 流域委員会（H30年3月29日）

 河川整備計画（原案）の提示

 第2回 流域懇談会（H30年2月26,28日）

 関係住民の意見聴取

 関係機関協議・関係市長意見聴取 パブリックコメント

 策定

←今回開催

 第1回 流域懇談会（H29年11月21,22日）

 関係住民の意見聴取
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２．流域委員会での
意見・回答
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■第2回流域委員会での主な議論

 平成30年1月25日に第2回流域委員会を実施

日時：平成30年1月25日 14:00～15:00

場所：勤労者福祉会館 6階 研修室
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■第2回流域委員会での意見・回答

Q1 対象３河川で計画規模が違う理由は何か。

A1 三重県の基本的な整備目標は1/10としている。この目標
と現計画の流量規模を勘案し、足見川は1/10（現計画の流
量規模）とした。芥川は現在現計画の流量規模1/5で既に整
備を進めてきており、1/10を採用した場合、既整備区間を再
度改修する必要が生じる。まずは流域全体の治水安全度を向
上させることが優先であるため、上流の未整備区間を現計画と
同規模の1/5で進めていくこととした。椋川は平成7年の再度
災害防止として、同洪水と同規模である1/20としている。

 平成30年1月25日に第2回流域委員会を実施

日時：平成30年1月25日 14:00～15:00

場所：勤労者福祉会館 6階 研修室
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■第2回流域委員会での意見・回答

Q2 足見川は現計画より計画規模が違うのに計画流量が変わ
らないのはなぜか。

A2 土地利用を精査した結果、流出係数が低下したため。

 平成30年1月25日に第2回流域委員会を実施

日時：平成30年1月25日 14:00～15:00

場所：勤労者福祉会館 6階 研修室
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■第2回流域委員会での意見・回答

Q3 鳥類の調査が7月にしか行われていないが、季節によって
確認できる種類が違うため、可能な限り冬季にも調査を行って
欲しい。草本についても春にしか確認できない種が多いため、
調査に努めて欲しい。

A3 今後、時期を考慮した調査の計画・実施に努める。

 平成30年1月25日に第2回流域委員会を実施

日時：平成30年1月25日 14:00～15:00

場所：勤労者福祉会館 6階 研修室
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■第2回流域委員会での意見・回答

Q4 近年の災害を踏まえると、流域内の流木が発生する可能
性のあるエリアを把握することも防災上有益である。

A4 九州北部降雨の流木被害を踏まえ、三重県にて中小河
川を対象に、流木発生被害の危険度等の緊急点検を実施し
た。

 平成30年1月25日に第2回流域委員会を実施

日時：平成30年1月25日 14:00～15:00

場所：勤労者福祉会館 6階 研修室
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■第2回流域委員会での意見・回答

Q5 整備期間を20年から30年にする理由は何か。

A5 近年の三重県で策定している河川整備計画では30年とし
ているため、鈴鹿川の指定区間でも30年とした。

 平成30年1月25日に第2回流域委員会を実施

日時：平成30年1月25日 14:00～15:00

場所：勤労者福祉会館 6階 研修室
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■第2回流域委員会での意見・回答
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Q6 矢板護岸は一般的に用いられているのか。

A6 用地買収の制約がある区間などでは、採用される場合が
ある。

 平成30年1月25日に第2回流域委員会を実施

日時：平成30年1月25日 14:00～15:00

場所：勤労者福祉会館 6階 研修室

芥川 矢板護岸施工区間





■第2回流域委員会での意見・回答

Q8 矢板護岸は低コストであるが、腐食による水質への影響が
心配である。景観面も良くないと思われるが、どのように考えて
いるのか。

A8 腐食しろを考慮した矢板護岸を選定する。景観面は、矢板
前面に植生やパネルを設置するなど景観面に配慮した施工が
可能である。

 平成30年1月25日に第2回流域委員会を実施

日時：平成30年1月25日 14:00～15:00

場所：勤労者福祉会館 6階 研修室
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■第2回流域委員会での意見・回答

Q9 足見川は蛇行しているがショートカットはしないのか。

A9 現況の河道線形を基本として改修を行いショートカットは想
定していない。

 平成30年1月25日に第2回流域委員会を実施

日時：平成30年1月25日 14:00～15:00

場所：勤労者福祉会館 6階 研修室
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■第2回流域委員会での意見・回答

Q10 足見川における堰の改築とはどのようにするのか。

A10 堰の統合により改築数を減らすこと、改築時の構造は可
動堰を想定している。

 平成30年1月25日に第2回流域委員会を実施

日時：平成30年1月25日 14:00～15:00

場所：勤労者福祉会館 6階 研修室
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■第2回流域委員会での意見・回答

Q11 椋川では土砂堆積が多いとされている一方で、改修横断
図では草本を繁茂させるイメージとしており、土砂堆積の助長
が懸念される。

A11 背後地の土地利用等を踏まえ、詳細設計時に環境への
配慮箇所、土砂堆積抑制に配慮した箇所を反映するなど、河
川の特性に配慮した事業実施に努める。

 平成30年1月25日に第2回流域委員会を実施

日時：平成30年1月25日 14:00～15:00

場所：勤労者福祉会館 6階 研修室
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３．流域懇談会での意見
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■第2回流域懇談会での意見

第2回流域懇談会（亀山市・鈴鹿市）にて地元住民の意見を聴収
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＜亀山市＞

日時：平成30年2月28日 19:00～20:30

場所：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」 2F 大会議室

＜鈴鹿市＞

日時：平成30年2月26日 19:00～20:30

場所：三重県鈴鹿庁舎 4F 46会議室



■第2回流域懇談会での意見
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〔主なご意見〕

土地利用の変遷や想定外の降雨など、近年の変化を加味した検
討を行うべきである。 （鈴鹿市・亀山市）

芥川上流部の関西線前後50m程度の工事、さらにその上流部の
護岸工事が進んでいない。 （鈴鹿市）

芥川・椋川の土砂撤去を頻繁に行って欲しい。 （鈴鹿市・亀山
市）

 河川整備・維持管理に関して（１／２）



■第2回流域懇談会での意見

19

〔主なご意見〕

芥川の矢板護岸設置区間は、河道内にすぐ降りれるよう階段を
設置して欲しい。 （鈴鹿市）

椋川は、片岸側が深掘れし、もう一方が土砂堆積している箇所が
見られるため、河道を安定化して欲しい。（亀山市）

 河川整備・維持管理に関して（２／２）



■第2回流域懇談会での意見
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〔主なご意見〕

芥川の上流部周辺はホタルが見られる。これらの生息環境に配
慮して欲しい。（鈴鹿市）

椋川でもヌートリアは見られた。（亀山市）

 河川環境に関して（１／１）



４．足見川アンケート結果
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５．鈴鹿川流域の概要
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６．現状と課題
（治水、利水、環境）
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■治水の現状と課題（外水被害の概要）
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 指定区間から溢水氾濫が生じ、家屋被害が生じた洪水を抽出。家屋被害が生
じた河川は、 芥川（S49）、足見川（S49,S63）、鎌谷川（S49）、内部川（S49）、
安楽川（S49）、椋川（S49,S51,H5,H7）、竜川（S49）、鈴鹿川上流（S46,S58,S63）
の8河川。近年は、溢水氾濫による浸水被害は生じていない。

 降雨規模は、S49.7洪水が最大（1時間最大雨量で100.0mm/hr）。次にS46.8・
H7.5洪水の降雨規模が大きく、1時間最大雨量で80.0mm/hrを記録。

河川名 主要洪水 浸水戸数※3 水害原因
1時間

最大雨量mm※1
雨量
確率※2

鈴鹿川※4 S46.8
台風
23号 - 床上273 -（記載無し） 80.0（加太〔国〕） 約1/25

芥川、足見川、
鎌谷川、内部川、
安楽川、椋川、竜川

S49.7
～8

豪雨 床下985 床上498
無堤部および有堤
部溢水・内水

100.0（亀山〔国〕） 約1/110

椋川 S51.9
台風17
号と豪雨 床下2 - 無堤部溢水、内水 40.0（亀山〔気〕） 1/5未満

鈴鹿川 S58.8 豪雨 床下13 - 有堤部溢水 46.0（椿〔国〕） 1/5未満

足見川 S63.6
～7

豪雨 床下1 - 無堤部溢水 44.0（鈴鹿〔国〕） 1/5未満

鈴鹿川 豪雨 床下3 - 無堤部溢水 44.0（鈴鹿〔国〕） 1/5未満

椋川 H5.9 豪雨 床下6 床上4 有堤部溢水 56.0（亀山〔気〕） 約1/5

椋川 H7.5 豪雨 床下18 床上2 有堤部溢水 80.0（亀山〔気〕） 約1/25

鈴鹿川 H9.6～7 豪雨 床下3 - 無堤部溢水 69.0（加太〔国〕） 約1/10

出典：水害統計 ※1 雨量：近傍の雨量観測所の観測値を記載
※3 S49洪水の浸水戸数は、鈴鹿指定区間全川の合計

※2 雨量確率は四日市にて評価 ※4 水害統計は「鈴鹿川（上流域）」と記載
（∴浸水戸数は支川の指定区間を含む可能性有り）



■治水の現状と課題（内水被害の概要）

 指定区間の流域で内水氾濫のみが生じ、家屋被害が生じた洪水を抽出。

 家屋被害が生じた河川は、 鎌谷川（H24）、浪瀬川（H24）、椋川（H24）、足見川
（H24）、小池川（H24）、芥川（H24,H26）、内部川（H24）、鈴鹿川（H24）の8河川。

 降雨規模は、 H24.9洪水が最大（1時間最大雨量で70.0～80.0mm/hr程度）。

河川名 主要洪水 浸水戸数 水害原因
1時間

最大雨量mm※1
雨量
確率※2

鎌谷川 H24.9上旬 豪雨 - 床上1

内水

30.0（四日市〔気〕）
66.0（山之坊〔国〕）

1/5未満
約1/10

浪瀬川

H24.9下旬
～10

台風17号

床下6 -

70.0（四日市〔気〕）

79.0（加佐登〔国〕）

84.0（亀山〔国〕）

約1/10

約1/25

約1/35

椋川 床下4 床上9

足見川 床下2 -

小池川 床下21 床上2

芥川 床下20 -

内部川 床下34 -

鈴鹿川 床下2 -

芥川 H26.7～8 台風11・12号 床下1 -
38.5（四日市〔気〕）
59.0（亀山〔国〕）

1/5未満
約1/5
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出典：水害統計 ※1 雨量：近傍の雨量観測所の観測値を記載 ※2 雨量確率は四日市にて評価
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■治水の現状と課題（指定区間の整備計画）

 策定日：平成13年1月5日

 対象期間：概ね20年間

 対象河川：鈴鹿川水系指定区間（県管理区間）の全区間

 河川工事の施工場所

・足見川；中尾山橋地点より上流7,300ｍの区間

・芥 川 ；鈴鹿川合流点より上流1,200ｍから4,700ｍまでの3,500ｍの区間

・椋 川 ；鈴鹿川合流点付近小田樋門より上流4,310ｍの区間

出典：鈴鹿川水系（指定区間）河川整備計画資料（平成13年1月） 三重県
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足見川
河川整備計画

計画規模 1/5確率 降雨強度 57.6mm

基準地点 - 流出計算手法 合理式

流域面積 5.55km2 計画高水流量 70m3/s

洪水到達時間 1hr

図 足見川計画流量配分図（単位；m3/s）

出典：鈴鹿川水系（指定区間）河川整備計画資料（平成13年1月） 三重県

●：流量変化点

■治水の現状と課題（指定区間の整備計画）
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椋川
河川整備計画

計画規模 1/20確率 降雨強度 80mm

基準地点 小田樋門（合流点） 流出計算手法 合理式

流域面積 17.0km2 計画高水流量 225m3/s

洪水到達時間 1.4hr

図 椋川計画流量配分図（単位；m3/s）

出典：鈴鹿川水系（指定区間）河川整備計画資料（平成13年1月） 三重県

●：流量変化点

■治水の現状と課題（指定区間の整備計画）
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●対象３河川の整備状況

出典：河川課提供資料

※完成率は、計画施工数量に対する現在の整備数量の比率から算定

足見川 芥川 椋川

整備区間延長 7,300m 3,500m 4,310m

整備済み延長 約1,350m 約200m 約1,000m

完成率

築堤
2,697m/13,142m

(21%)
240m/7,000m

(3%)
2,571m/8,600m

(30%)

掘削
15,230m3/128,600m3 

(12%)
25,670m3/143,660m3

(18%)
5,020m3/73,200m3

(7%)

護岸
2,976m/13,142m

(23%)
629m/7,000m

(9%)
1,111m/4,600m

(24%)

床止工
4基/14基

(29%)
0基/5基

(0%)
0基/1基

(0%)

橋梁改築
1橋/10橋

(10%)
3橋/9橋

(33%)
3橋/6橋

(50%)

堰改築
3基/16基

(19%)
0基/1基

(0%)
2基/3基

(67%)

用地買収
31,904m2/54,600m2

(58%)
59,827m2/60,926m2

(98%)
36,156m2/48,000m2

(75%)

■治水の現状と課題（現整備計画の整備状況）

























７．基本方針の概要
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８．河川整備計画（原案）の概要

62



■整備計画（原案）の概要

【河川整備計画の対象区間】

以下に示す鈴鹿川水系全ての県管理区間とする。
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 河川数：45河川

 総延長：205.1km



■整備計画（原案）の概要

【河川整備計画の対象期間】

鈴鹿川水系（指定区間）の河川整備計画は、鈴鹿川水系河川
整備基本方針に基づいた河川整備の当面の目標であり、その計
画対象期間は概ね30年間とする。

本整備計画は、現時点における流域及び河川の状況に基づき
策定したものであり、今後河川及び流域を取り巻く社会状況の変
化などに合わせて、必要に応じて適宜見直しを行っていくもので
ある。
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■整備計画（原案）の概要

【洪水・津波・高潮等による災害の発生の防止または軽
減に関する目標】

足見川においては、年超過確率1/10の規模の降雨による洪水
に対して被害を防ぐことを目標とし、芥川においては、年超過確
率1/5の規模の降雨による洪水に対して被害を防ぐことを目標と
し、椋川においては、年超過確率1/20の規模の降雨による洪水
に対して被害を防ぐことを目標とする。

警戒時、災害時に円滑かつ迅速な避難が行えるよう、水防情報
の提供、洪水浸水想定区域図の作成等、市が取り組む洪水ハ
ザードマップ作成への支援や防災意識を高める取り組みを行う。

南海トラフを震源域とする地震やそれに伴い発生する地震の他、
大規模地震等による影響を検証したうえで、必要となる地震対
策の推進に努める。
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■整備計画（原案）の概要

＜足見川＞

 基準地点 ⇒新大明神橋

 流域面積 ⇒5.56km2

 洪水到達時間 ⇒66分

 降雨強度 ⇒64.1mm/h

 流出計算手法 ⇒合理式

 計画高水流量⇒70m3/s
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【洪水・津波・高潮等による災害の発生の防止または軽
減に関する目標】

＜芥川＞

 基準地点 ⇒芥川橋

 流域面積 ⇒11.39km2

 洪水到達時間 ⇒68分

 降雨強度 ⇒51.7mm/h

 流出計算手法 ⇒合理式

 計画高水流量⇒125m3/s

＜椋川＞

 基準地点 ⇒川合

 流域面積 ⇒17.00km2

 洪水到達時間 ⇒98分

 降雨強度 ⇒64.9mm/h

 流出計算手法 ⇒合理式

 計画高水流量⇒225m3/s



■整備計画（原案）の概要

【河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関
する事項】

河川の適切な利用については、今後とも関係機関との連携のも
と、適切な水利用が図られるよう努めるとともに、綿密な情報提
供等、水利用の効率化を促進し、さらに既得水利の取水が安定
的になされ、かつ良好な水環境が維持・改善されることを目標と
する。

鈴鹿川水系（指定区間）では、取水還元の実態が十分に解明さ
れていないことから、流水の正常な機能を維持するために必要
な流量については、今後、流況の把握に努めるとともに取水実態
や動植物の生息・生育・繁殖環境等の調査を行ったうえで設定
に努める。
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■整備計画（原案）の概要

【河川環境の整備と保全に関する目標】

治水対策の推進を図りながらも、自然環境と河川景観を保全し、
多様な動植物の生息・生育・繁殖する良好な環境を次世代に
引き継ぐよう努め、川と地域住民の営みが共生できるような整備
を推進する。

河川工事等による良好な河川環境への影響が懸念される場合
には、代替措置や環境・景観に配慮した工法や構造の採用等に
より、河川環境への影響の回避と軽減に努める。
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■整備計画（原案）の概要

【河川整備の実施に関する事項】

① 河川工事の目的

整備計画目標流量を安全に流すことを目的として、主に河道掘削により河

積を増大させるとともに、洪水の流下を妨げている橋梁や堰等の改築を行う

ことにより、洪水被害の防止を図る。

工事に際しては、動植物の生息・生育・繁殖環境や歴史・文化、景観、埋

蔵文化財の存在などに配慮するとともに、良好な水辺空間の保全を図る。

築堤および掘削に伴って改築が必要な工作物（橋梁や堰など）については、

関係機関と連携・調整を図り、改築又は撤去を行う。

地震対策として、必要に応じて河川管理施設の耐震対策などを実施する。
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■整備計画（原案）の概要

【河川整備の実施に関する事項】

② 河川工事の施工場所

河川整備計画で対象とする河川工事の施工場所は、以下と
する。
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水系名 河川名 区 間 主な整備内容

鈴鹿川

足見川
5.4ｋ付近～8.7ｋ付近
8.95ｋ付近～整備計画区間上流端（11.6ｋ）

河道掘削、河道拡幅、護岸整
備、築堤、堰改築、橋梁改築

芥川
芥川新橋付近（1.4ｋ）

～整備計画区間上流端（4.7ｋ）
河道掘削、河道拡幅、護岸整
備、築堤、橋梁改築

椋川
無名橋（0.94ｋ）

～整備計画区間上流端（4.31ｋ）
河道掘削、河道拡幅、護岸整
備、築堤、橋梁改築









■整備計画（原案）の概要

【河川整備の実施に関する事項】

③ 主要工事の概要

河川工事においては、河道掘削、護岸整備、橋梁改築等に
より流下能力の拡大を図る。また、既存の取水に対して、悪影
響を与えないように配慮するとともに、魚類をはじめとする動植
物の生息・生育・繁殖環境の保全や河川景観へも配慮し、河
川の連続性の確保に努める。

河道掘削等の施工にあたっては、重要な動植物の生息・生
育・繁殖環境の保全に努める、段階的な施工により急激な環境
の変化を避ける、施工箇所に生息・生育している動植物とその
生態に関して把握に努める等、施工の時期や方法について工
夫に努める。
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■整備計画（原案）の概要
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■整備計画（原案）の概要

【河川の維持の目的、種類及び施工の場所】

① 河道および河川管理施設の維持

河川内に堆積した土砂や樹木等が洪水の流下を阻害する恐
れがある場合には、必要に応じて土砂撤去や樹木伐採を行い
河積を確保するものとする。

定期点検により法崩れ、ひび割れ、漏水、沈下等の異常が無
いかを確認する。異常が確認された場合には、必要な対策を
実施し、堤体の機能維持に努める。

水門等の河川管理施設の維持については、洪水等の際、必
要な機能が発揮されるよう、適切に点検、巡視等を行い、必要
に応じて補修・更新を行うとともに予防保全が必要な施設につ
いては、計画的に修繕・更新に努める。

関係機関等との連携を図り自然環境の保全に配慮しながら河
川美化に努める。
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■整備計画（原案）の概要

【河川の維持の目的、種類及び施工の場所】

② 水量の監視等

動植物の生息・生育・繁殖環境の保全及び利水の安定的な取
水に必要な流量の確保を目指し、水量の監視を行う。

関係機関との連携・協力のもと、適切な水利用の促進を図ると
ともに渇水時の情報伝達体制の整備、綿密な情報提供等水利
用の効率化に努める。

③ 水質の保全

必要に応じて、流域の市等関係機関との連絡・調整や流域住
民との連携・協働を図りながらより一層の水質改善に努める。

④ 河川環境の適正な利用と管理

水生生物への配慮として、河川・水域の縦断的な連続性の確
保に努める。
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■整備計画（原案）の概要

【その他河川の整備を総合的に行うために必要な事項】

① 整備途上段階および超過洪水への対策

計画規模を上回る洪水や整備途上段階における洪水による被
害を最小限に抑えるよう、ソフト対策として、「防災みえ.jp」による水
位・雨量の情報提供、洪水浸水想定区域図の作成等、市が取り
組む洪水ハザードマップ作成の支援を行い、総合的な被害軽減対
策を流域の市等関係機関や地域住民と連携して推進する。

また、内水被害の著しい地域においては、関係機関との連携・調
整を図り、必要に応じて内水被害の軽減対策を検討する。

流域内の開発等による河川への負担を軽減するため、関係機関
と連携・調整を図り、雨水等の流出抑制対策等に努める。

情報伝達及び警戒避難体制の整備を行うとともに、地域住民の
防災訓練の参加等により、災害時のみならず平常時から防災意識
向上や水防活動の充実に努める。
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■整備計画（原案）の概要

【その他河川の整備を総合的に行うために必要な事項】

② 河川情報の提供、流域における取り組みへの支援等に関する
事項

地域住民等の地域関係者との「協働」を進め、河川に関する
各種情報の提供や地域関係者との意思疎通に努める。

河川管理者、地域住民や学校、企業、団体等の各主体がそ
れぞれの担うべき役割を認識し、その役割を果たしつつ、相互
の連携に努める。
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９．今後の予定
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■今後の進め方

 第1回 流域委員会（H29年8月3日）

 流域の概要、現地確認

 第2回 流域委員会（H30年1月25日）

 治水・利水・環境の現状・課題

 河川整備計画の（骨子）の提示

 第3回 流域委員会（H30年3月29日）

 河川整備計画（原案）の提示

 第2回 流域懇談会（H30年2月26,28日）

 関係住民の意見聴取

 関係機関協議・関係市長意見聴取 パブリックコメント

 策定

←今回開催

 第1回 流域懇談会（H29年11月21,22日）

 関係住民の意見聴取
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